
　改正された農業委員会等に関する法律が平成２８年４月１日に施行され、改正法に基づく新たな農
業委員と農地利用最適化推進委員が選任されました。
　新農業委員と農地利用最適化推進委員の任期は９月１日から３３年８月 ３１日までの３年間です。
■問い合わせ先　農業委員会事務局（☎・内線１３５１）
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農業委員・農地利用最適化
推進委員を紹介します
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農業委員　19人（敬称略）

農地利用最適化推進委員　27人（敬称略）
　改正法により新たに設置された農地利用最適化推進委員
２７人は９月３日、農業委員会から委嘱されました。
　農業委員と密接に連携しながら、担い手への農地集積・集
約、遊休農地の発生防止・解消、新規参入者の促進など、農
家との話し合いを通じて農地利用の最適化の推進に取り組
みます。

　農業委員会総会は９月３日、市役所で開かれ、農業委員の任期満了に伴い、新たな農業委員１9人が市
議会の同意を得て市長から任命されました。また、同総会では、委員の互選により山本範夫委員が会長
に、石羽根正志委員が会長職務代理者に選出されました。
　農業委員は主に農地法、農業経営基盤強化促進法などに基づき、農地の賃借、売買、農地転用につい
て公正な審議・議決を農業委員会総会で行います。
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